
宮崎県育英資金貸与条例施行規則の一部改正について

１ 改正の理由

利用者の利便性の向上及び学校における事務負担軽減を目的として、一部改正を行う

ものである。

２ 改正の概要

⑴ 従来、全て学校長を経由することとしていた在学中の届出（第 14 条）を削除し、

次のとおり整理する。

① 在学する学校の長を経由する届出

第３条( 貸与の申請 )、第４条の２( 貸与の額の変更 )、第６条( 借用証書の提

出 )、第９条( 貸与の停止 )、第 10 条( 貸与の休止 )、第 13 条第１項( 条例第５

条に定める区分の変更、専攻科への進学及び転学）

② 在学する学校の長を経由しない届出

第 13 条第３項（ 住所氏名等の変更 ）

⑵ 運用上、別途定めていたものを明記する。

① 保証人に係る要件等の明記（第５条）

② 貸与の停止及び休止に係る届出の例外的取扱いの明記(第９条、第 10 条)

⑶ 一部の別記様式について、次のとおり簡素化を図る。

① 育英資金貸与申請書の所得金額記入欄及び学校確認欄削除(別記様式第１号)

② 推薦調書所見欄の削除等（別記様式第２号)

③ 育英資金異動届及び育英資金返還猶予申請書の記入欄を自由記入方式から選択方

式へ変更（別記様式第 号、別記様式第 号）10 11

④ その他（様式の一本化等）

３ 施行期日

公布の日

ただし、この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の宮崎県育英資金貸

与条例施行規則の規定で定める様式は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用する

ことができる。

議題第３９号



宮
崎
県
育
英
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
２
年

月
日

宮
崎
県
教
育
委
員
会
教
育
長

日
隈

俊
郎

宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第

号

宮
崎
県
育
英
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

宮
崎
県
育
英
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
4
9
年
宮
崎
県
教
育
委
員
会
規
則
第
1
6
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

（
貸
与
の
申
請
）

（
貸
与
の
申
請
）

第
３
条

育
英
資
金
の
貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
育
英
資
金
貸
与
申
請

第
３
条

育
英
資
金
の
貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
育
英
資
金
貸
与
申
請

書
（
別
記
様
式
第
１
号
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
宮
崎
県
教
育
委

書
（
別
記
様
式
第
１
号
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
在
学
す
る
学
校

員
会
（
以
下
「
県
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
)
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

の
長
（
以
下
「
学
校
長
」
と
い
う
。
）
を
経
由
の
上
、
宮
崎
県
教
育
委
員
会

い
。
た
だ
し
、
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
災
害
等

（
以
下
「
県
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

た
だ
し
、
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
災
害
等
の
や

む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

(
１
)
・
(
２
)
［
略
］

(
１
)
・
(
２
)
［
略
］

(
３
)
育
英
資
金
の
貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
在
学
す
る
学
校
の
長
(

(
３
)
育
英
資
金
の
貸
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
学
校
長
が
発
行
す
る
推

以
下
「
学
校
長
」
と
い
う
。
)
が
発
行
す
る
推
薦
調
書
（
別
記
様
式
第
２

薦
調
書
（
別
記
様
式
第
２
号
）

号
）

(
４
)
［
略
］

(
４
)
［
略
］

（
貸
与
の
決
定
及
び
通
知
）

（
貸
与
の
決
定
及
び
通
知
）

第
４
条

［
略
］

第
４
条

［
略
］

２
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
教
育
委
員
会
は
、
中
学
校
、
義
務
教
育

２
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
教
育
委
員
会
は
、
中
学
校
、
義
務
教
育



学
校
の
後
期
課
程
、
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
又
は
特
別
支
援
学
校
の
中

学
校
の
後
期
課
程
、
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
又
は
特
別
支
援
学
校
の
中

学
部
に
在
籍
し
て
い
る
者
か
ら
前
条
の
育
英
資
金
貸
与
申
請
書
の
提
出
が
あ

学
部
に
在
籍
し
て
い
る
者
か
ら
前
条
の
育
英
資
金
貸
与
申
請
書
の
提
出
が
あ

っ
た
と
き
は
、
高
等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
（
高
等
課
程
に

っ
た
と
き
は
、
高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学

限
る
。
)
（
以
下
「
高
等
学
校
等
」
と
い
う
。
)
へ
の
進
学
を
条
件
と
し
て

校
の
高
等
部
を
含
む
。
)
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
（
高
等
課
程
に

育
英
資
金
貸
与
の
適
否
を
決
定
し
、
申
請
が
あ
っ
た
者
に
対
し
そ
の
旨
を
育

限
る
。
)
（
以
下
「
高
等
学
校
等
」
と
い
う
。
)
へ
の
進
学
を
条
件
と
し
て

英
資
金
採
用
候
補
者
決
定
通
知
書
（
別
記
様
式
第
５
号
）
又
は
育
英
資
金
貸

育
英
資
金
貸
与
の
適
否
を
決
定
し
、
申
請
が
あ
っ
た
者
に
対
し
そ
の
旨
を
育

与
不
承
認
通
知
書
に
よ
っ
て
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

英
資
金
採
用
候
補
者
決
定
通
知
書
（
別
記
様
式
第
５
号
）
又
は
育
英
資
金
貸

与
不
承
認
通
知
書
に
よ
っ
て
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３
[
略
]

３
［
略
]

（
貸
与
の
額
の
変
更
）

（
貸
与
の
額
の
変
更
）

第
４
条
の
２

育
英
資
金
の
貸
与
を
受
け
て
い
る
者
（
以
下
「
貸
与
生
」
と
い

第
４
条
の
２

育
英
資
金
の
貸
与
を
受
け
て
い
る
者
（
以
下
「
貸
与
生
」
と
い

う
。
）
は
、
育
英
資
金
の
貸
与
の
額
の
変
更
を
希
望
す
る
と
き
は
、
育
英
資

う
。
）
は
、
育
英
資
金
の
貸
与
の
額
の
変
更
を
希
望
す
る
と
き
は
、
育
英
資

金
貸
与
月
額
変
更
申
請
書
（
別
記
様
式
第
５
号
の
２
）
（
以
下
「
変
更
申
請

金
貸
与
額
変
更
申
請
書
（
別
記
様
式
第
５
号
の
２
）
（
以
下
「
変
更
申
請
書

書
」
と
い
う
。
)
を
県
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

」
と
い
う
。
）
を
学
校
長
を
経
由
の
上
、
県
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
県
教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き

２
県
教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き

は
、
育
英
資
金
の
貸
与
の
額
の
変
更
の
適
否
を
決
定
し
、
申
請
が
あ
っ
た
者

は
、
育
英
資
金
の
貸
与
の
額
の
変
更
の
適
否
を
決
定
し
、
申
請
が
あ
っ
た
者

に
対
し
育
英
資
金
貸
与
月
額
変
更
決
定
通
知
書
（
別
記
様
式
第
５
号
の
３
）

に
対
し
育
英
資
金
貸
与
額
変
更
決
定
通
知
書
（
別
記
様
式
第
５
号
の
３
）
又

又
は
育
英
資
金
貸
与
月
額
変
更
不
承
認
通
知
書
（
別
記
様
式
第
５
号
の
４
）

は
育
英
資
金
貸
与
額
変
更
不
承
認
通
知
書
（
別
記
様
式
第
５
号
の
４
）
に
よ

に
よ
っ
て
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

っ
て
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
保
証
人
）

（
保
証
人
）

第
５
条

条
例
第
６
条
第
１
項
の
保
証
人
は
、
２
人
と
す
る
。

第
５
条

条
例
第
６
条
第
１
項
の
保
証
人
は
、
２
人
と
し
、
１
人
は
父
又
は
母

、
他
の
１
人
は
所
得
を
有
し
債
務
を
負
担
す
る
能
力
が
あ
る
者
で
あ
っ
て
、



そ
れ
ぞ
れ
が
生
計
を
別
に
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
の
保
証
人
の
う
ち
、
１
人
は
父
又
は
母
（
父
及
び
母
の
な
い
者
に
あ

２
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
災
害
等
の
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場

っ
て
は
父
又
は
母
に
代
わ
る
べ
き
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
)
、
他
の
１
人

合
は
、
条
例
第
６
条
第
１
項
の
保
証
人
は
、
父
又
は
母
の
み
と
す
る
こ
と
が

は
所
得
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
父
又
は
母
と
生
計
を
別
に
す
る
も
の
で
な
け

で
き
る
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

３
前
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
災
害
等
の
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る

３
前
２
項
の
父
又
は
母
を
保
証
人
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
場
合
は
、
県

場
合
は
、
条
例
第
６
条
第
１
項
の
保
証
人
は
、
父
又
は
母
の
み
と
す
る
こ
と

教
育
委
員
会
が
認
め
る
者
を
保
証
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

が
で
き
る
。

４
貸
与
生
又
は
貸
与
生
で
あ
っ
た
者
（
育
英
資
金
の
返
還
の
債
務
を
有
す
る

４
貸
与
生
又
は
貸
与
生
で
あ
っ
た
者
は
、
保
証
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

者
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
保
証
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
連
帯
保
証
人
変
更
届

す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
連
帯
保
証
人
変
更
届
（
別
記

（
別
記
様
式
第
６
号
)
に
変
更
後
の
保
証
人
に
係
る
次
条
各
号
に
掲
げ
る
書

様
式
第
６
号
）
に
よ
り
県
教
育
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

類
を
添
付
し
て
県
教
育
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
場
合
に
お
い
て
、
保
証
人
を
変
更
す
る
と
き
は
、
変
更
後
の
保
証
人
に
係

る
次
条
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
１
)
保
証
人
の
氏
名
、
住
所
又
は
勤
務
先
に
変
更
の
あ
っ
た
と
き
。

(
２
)
～
(
４
)
［
略
］

(
１
)
～
(
３
)
［
略
］

（
借
用
証
書
の
提
出
）

（
借
用
証
書
の
提
出
）

第
６
条

第
４
条
の
規
定
に
よ
り
育
英
資
金
の
貸
与
の
決
定
の
通
知
を
受
け
た

第
６
条

第
４
条
の
規
定
に
よ
り
育
英
資
金
の
貸
与
の
決
定
の
通
知
を
受
け
た

者
は
、
保
証
人
の
連
署
し
た
育
英
資
金
借
用
証
書
（
別
記
様
式
第
７
号
）
に

者
は
、
保
証
人
の
連
署
し
た
育
英
資
金
借
用
証
書
（
別
記
様
式
第
７
号
）
に

次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
遅
滞
な
く
、
県
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け

次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
学
校
長
を
経
由
の
上
、
遅
滞
な
く
、
県
教
育

れ
ば
な
ら
な
い
。

委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
１
)
［
略
］

(
１
)
［
略
］

(
２
)
保
証
人
の
う
ち
所
得
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
父
又
は
母
と
生
計
を
別

(
２
)
保
証
人
の
う
ち
所
得
を
有
し
、
債
務
を
負
担
す
る
能
力
が
あ
る
者
で



に
す
る
も
の
に
係
る
住
民
票
の
写
し

あ
っ
て
父
又
は
母
（
前
条
第
３
項
の
県
教
育
委
員
会
が
認
め
る
者
を
含
む

。
以
下
同
じ
。
）
と
生
計
を
別
に
す
る
も
の
に
係
る
住
民
票
の
写
し

(
３
)
保
証
人
の
う
ち
所
得
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
父
又
は
母
と
生
計
を
別

(
３
)
保
証
人
の
う
ち
所
得
を
有
し
、
債
務
を
負
担
す
る
能
力
が
あ
る
者
で

に
す
る
も
の
に
係
る
所
得
証
明
書
又
は
源
泉
徴
収
票

あ
っ
て
父
又
は
母
と
生
計
を
別
に
す
る
も
の
に
係
る
所
得
証
明
書
又
は
源

泉
徴
収
票

(
４
)
［
略
］

(
４
)
［
略
］

（
貸
与
の
停
止
）

（
貸
与
の
停
止
）

第
９
条

貸
与
生
は
、
条
例
第
７
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た

第
９
条

貸
与
生
は
、
条
例
第
７
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た

と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
育
英
資
金
異
動
届
（
別
記
様
式
第
1
0
号
）
に

と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
育
英
資
金
異
動
届
（
別
記
様
式
第
1
0
号
）
に

よ
り
、
県
教
育
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

よ
り
、
学
校
長
を
経
由
の
上
、
県
教
育
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

て
、
貸
与
生
が
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
の
保
証
人
が

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
貸
与
生
が
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
そ
の
者
の
保
証
人
が
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得

な
い
事
情
に
よ
り
、
そ
の
保
証
人
が
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、

学
校
長
が
代
わ
っ
て
届
出
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２
［
略
］

２
［
略
］

（
貸
与
の
休
止
）

（
貸
与
の
休
止
）

第
1
0
条

貸
与
生
は
、
条
例
第
８
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た

第
1
0
条

貸
与
生
は
、
条
例
第
８
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た

と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
育
英
資
金
異
動
届
に
よ
り
、
県
教
育
委
員
会

と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
育
英
資
金
異
動
届
に
よ
り
、
学
校
長
を
経
由

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
貸
与
生
が
届
け
出

の
上
、
県
教
育
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
の
保
証
人
が
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

て
、
貸
与
生
が
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
の
保
証
人
が

な
い
。

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
そ

の
保
証
人
が
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
学
校
長
が
代
わ
っ
て
届

出
を
行
う
も
の
と
す
る
。



２
・
３

［
略
］

２
・
３

［
略
］

（
届
出
）

（
届
出
）

第
1
3
条

貸
与
生
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は

第
1
3
条

貸
与
生
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は

、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
に
よ
り
、
県
教
育
委
員
会

、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
に
よ
り
、
学
校
長
を
経
由

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
貸
与
生
が
届
け
出

の
上
、
県
教
育
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
の
保
証
人
が
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

て
、
貸
与
生
が
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
の
保
証
人
が

な
い
。

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
１
)
氏
名
又
は
住
所
を
変
更
し
た
と
き
。

育
英
資
金
異
動
届

(
２
)
返
還
方
法
を
変
更
す
る
と
き
。

育
英
資
金
異
動
届

(
３
)
・
(
４
)
［
略
］

(
１
)
・
(
２
)
［
略
］

(
５
)
転
学
し
た
と
き
（
転
学
先
及
び
転
学
元
の
学
校
長
が
推
薦
し
た
者
に

(
３
)
転
学
し
た
と
き
（
転
学
先
及
び
転
学
元
の
学
校
長
が
推
薦
し
た
者
に

限
る
。
）
。

転
学
用
奨
学
金
継
続
願
（
別
記
様
式
第
1
7
号
）

限
る
。
）
。

育
英
資
金
転
学
時
継
続
願
（
別
記
様
式
第
1
7
号
）

２
前
項
各
号
に
よ
り
育
英
資
金
の
貸
与
の
額
の
変
更
が
生
じ
る
場
合
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
書
類
に
変
更
申
請
書
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２
貸
与
生
で
あ
っ
た
者
は
、
前
項
第
１
号
又
は
第
２
号
に
該
当
す
る
に
至
っ

３
貸
与
生
若
し
く
は
貸
与
生
で
あ
っ
た
者
又
は
そ
の
保
証
人
は
、
住
所
、
氏

た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
育
英
資
金
異
動
届
（
返
還
用
）
（
別
記
様

名
又
は
返
還
方
法
そ
の
他
重
要
な
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ

式
第
1
8
号
）
に
よ
り
、
県
教
育
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
旨
を
住
所
氏
名
等
変
更
届
（
別
記
様
式
第
1
8
号
）
に
よ
り
、
県
教
育
委
員

会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
書
類
の
経
由
）

第
1
4
条

こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
県
教
育
委
員
会
に
提
出
す
る
書
類
は
、
学

校
長
を
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
貸
与
生
で
あ
っ
た
者
が
提
出

す
る
書
類
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
補
則
）

（
補
則
）



第
1
5
条

［
略
］

第
1
4
条

［
略
］

別
記
様
式
第
１
号
及
び
別
記
様
式
第
２
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別記

様式第１号（第３条関係）

育英資金の種類
□ 一般育英資金 □ 高校（専攻科を含む）高等専門学校
□ へき地育英資金 区 □ 専修学校高等課程

希望する貸与月額 円 分 □ 大学 □ 短大 □ 専修学校専門課程

育英資金貸与申請書 年 月 日
宮崎県教育委員会 殿

宮崎県育英資金の貸与を受けたいので、宮崎県育英資金貸与条例施行規則第３条により申請します。

学校名 学 部 学 科 学年 卒業予定年月

□全日制 □定時制 □通信制
年 月

ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ (本人印） 現住所

本人氏名 〒
㊞

（ 年 月 日生） （電話番号 ）

ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ (保証人印） ※本人が自宅外通学の場合は、生計を一にする家族の住所

保証人氏名 〒
㊞

□父 □母 その他（ ） （電話番号 ）

特に配慮してほしい家族の事情(緊急採用の申請の場合は、家計急変の事由及びその発生年月を必ず記入してください。)

本人と生計を一にする家族の状況 確認欄（万円）

氏 名 本人と 申請日に 勤 務 先 同居・別居の別 学 校 種 別 所得金額 特 別
の続柄 おける年齢 在学学校名 (就学者通学種別） ※就学者のみ 控除額

□ 同居（自宅通学） □ 国公立
（本人） □ 別居(自宅外通学) □ 私立

□ 同居（自宅通学） □ 国公立
（ ） □ 別居(自宅外通学) □ 私立

□ 同居（自宅通学） □ 国公立
（ ） □ 別居(自宅外通学) □ 私立

□ 同居（自宅通学） □ 国公立
（ ） □ 別居(自宅外通学) □ 私立

□ 同居（自宅通学） □ 国公立
（ ） □ 別居(自宅外通学) □ 私立

□ 同居（自宅通学） □ 国公立
（ ） □ 別居(自宅外通学) □ 私立

□ 同居（自宅通学） □ 国公立
（ ） □ 別居(自宅外通学) □ 私立

特に配慮が必要な事情による控除

ア 本人の就学者控除（就学者及び未就学児の数 人）

イ ひとり親家庭

ウ 障がいのある人がいる世帯

エ 主たる生計維持者が別居している世帯

オ 長期に療養を必要とする人のいる世帯

カ 火災・風水害又は盗難などの被害を受けた世帯

生計を一にする家族人数（ 人） 収入基準額

注意事項
１ □は、該当するものに✓を入れてください。
２ 本人氏名欄は、育英資金の貸与を受けようとする者が署名し、押印してください。
３ 保証人氏名欄は、本人が未成年である場合は原則父又は母が署名し、本人と異なる印鑑で押印してください。
４ 特に配慮してほしい家族の事情欄は、最新の所得証明書に現れない最近の家計の事情や、上記イ～カに該当する場合に
記入してください。この場合、その事実が確認できる書類（イの場合を除く。）を６の書類と併せて提出してください。

５ 続柄は本人との関係で記入し、同居・別居の別は本人と生計を一にする家族との関係で選択してください。
６ 本人と生計を一にする者全員分の住民票、所得証明書及び所定の必要書類を添付し、在学する学校に提出してください。



様式第２号（第３条関係）

推薦調書

宮崎県教育委員会 殿

年 月 日

学校名

校長名 職印

次の者は、宮崎県育英資金の貸与生として適格であると認められますので、推薦します。

氏 名

学 部 学 科 名

学 年

卒 業 予 定 年 月

学習成績（５段階）の

評 定 平 均 値

通 学 の 別 □ 自宅通学 □ 自宅外通学

特 記 事 項 欄

学 校 電 話

学 校 担 当 者 氏 名

注意事項
１ 中学校予約採用申請の場合は、 学部学科名の欄は記入する必要はありません。
２ 学習成績（５段階）の評定平均値欄は、採用の別と申請時の学年に応じ、次の期間の全履修科目の学習成績平均値
（小数点以下第２位を四捨五入）を記入してください。
⑴ 予約採用申請の場合…前学年（中学２年次）
⑵ 在学採用（高校・高等専門学校・専修学校高等課程）申請の場合
ア 第１学年…中学３年次
イ 第２学年以上…在籍する学校の前学年

⑶ 在学採用（大学・短大・専修学校専門課程）申請の場合
ア 第１学年…高等学校、高等専門学校、専修学校高等課程在籍期間
イ 第２学年以上…在籍する学校の前学年

３ 家計状況等について、添付資料で把握できない事情がある場合は、面談等により確認した内容を特記事項欄に記入
してください。特記事項がない場合は記入不要です。



「
「

別
記
様
式
第
３
号
中
「
殿
」
を
「
様
」
に
、

貸
与

金
額

を
貸

与
額

に
改
め
る
。

」
」

別
記
様
式
第
４
号
中
「
文
書
番
号
」
を
削
り
、
「
殿
」
を
「
様
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
５
号
及
び
別
記
様
式
第
５
号
の
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第５号（第４条関係）

育英資金採用候補者決定通知書

年 月 日

様

宮崎県教育委員会

年 月 日付けで申請のありました育英資金の貸与については、
次のとおり 年度育英資金の採用候補者として決定しましたので通知
します。

学 校 名

登 録 番 号

育英資金の種類

備 考



様式第５号の２（第４条の２関係）

育英資金貸与額変更申請書

宮崎県教育委員会 殿

年 月 日

育英資金の貸与を受けておりますが、下記のとおり貸与額を変更したいので申請します。

学校・学部学科名・学年

採 用 決 定 番 号（ ）

貸 与 生 氏 名（自署） ㊞

第一連帯保証人氏名（自署） 実印

※ 貸与総額（借用申込金額）が増額となる場合

第二連帯保証人氏名（自署） 実印

申請内容

貸与月額の変更 備考

現 貸 与 月 額 円

変 更 時 期 年 月分から

変更申請貸与月額 円

変更後の貸与総額

（借用申込金額） 円

以下学校記入欄

上記のとおり相違ないことを証明します。

年 月 日

学校名

校長名 職印

注意事項
１ 貸与生及び連帯保証人（変更の結果、貸与総額が増額となる場合は第二連帯保証人を含む。）が署名、押印し、必要
事項を記入後、在学する学校に提出してください。

２ 連帯保証人は、各自押印した印鑑の印鑑登録証明書を添付してください。
ただし、育英資金借用証書提出時に添付した印鑑登録証明書と同じ場合は、省略することができます。

３ 貸与生から提出を受けた学校は、学校名・校長名を記入、職印押印の上、県教育委員会に提出してください。



別
記
様
式
第
５
号
の
３
中
「
育
英
資
金
貸
与
月
額
変
更
決
定
通
知
書
」
を
「
育
英
資
金
貸
与
額
変
更
決
定
通
知
書
」
に
改
め
、
「
文
書
番
号
」
を
削
り
、
「
殿
」

を
「
様
」
に
、
「
貸
与
月
額
」
を
「
貸
与
額
」
に
、

「

１
変
更
の
時
期

年
月
分
か
ら

２
変
更
後
の
貸
与
月
額

円
を

」

「

１
変
更
後
の
貸
与
期
間

年
月
分
か
ら

２
変
更
後
の
貸
与
額

月
額

円
に
改
め
る
。

総
額

円

」

別
記
様
式
第
５
号
の
４
中
「
育
英
資
金
貸
与
月
額
変
更
不
承
認
通
知
書
」
を
「
育
英
資
金
貸
与
額
変
更
不
承
認
通
知
書
」
に
改
め
、
「
文
書
番
号
」
を
削
り
、
「

殿
」
を
「
様
」
に
、
「
貸
与
月
額
」
を
「
貸
与
額
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
６
号
、
別
記
様
式
第
７
号
（
そ
の
１
）
及
び
別
記
様
式
第
７
号
（
そ
の
２
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第６号（第５条関係）

連帯保証人変更届

年 月 日

貸与生（借受人）

宮崎県教育委員会 殿 採用決定番号（ ）

氏 名 ㊞
ふり がな

生年月日

〒
住 所

電話番号

次のとおり、連帯保証人を変更しますので届け出ます。

ふ り が な

変
連帯保証人氏名

更 生 年 月 日

前 本人との続柄

□ 死亡

変 更 理 由 □ 破産手続開始の決定

□ その他（ ）

宮崎県育英資金の借用について、宮崎県育英資金貸与条例その他の規程を遵守すると

ともに、裏面の事項について同意し、借受人と借受債務について連帯して負担します。

ふ り が な
印鑑登録証明書の印影

連帯保証人氏名

（ 自 署 ） 実印

変 生 年 月 日

更 住 所

後 電 話 番 号

本人との続柄

所 在 地

勤 務 先 名 称

電話番号

注意事項

１ 貸与生(借受人)、変更後の連帯保証人が署名、押印、必要事項を記入し、県教育委員会に提出してください。
２ 第一連帯保証人を変更する場合は、原則として貸与生（借受人）と生計を一にする父又は母等とし、押印した印鑑
の印鑑登録証明書及び住民票（本籍・筆頭者記載のもの）を添付してください。

３ 第二連帯保証人を変更する場合は、所得を有し債務を負担する能力がある者であって父又は母等と生計を別にする
ものとし、押印した印鑑の印鑑登録証明書、住民票 （本籍・筆頭者記載のもの）及び所得証明書を添付してください。

４ 変更後の連帯保証人の方は、必ず裏面の事項を確認してください。

※必ず裏面を確認してください。



（裏面）

貸与生（借受人）及び連帯保証人は、次の事項に同意するものとする。

(１) 正当な理由なく育英資金の返還を怠ったときに次の措置を取られること。

ア 宮崎県育英資金貸与条例に定める延滞利息を課されること。

イ 返還期限にかかわらず、宮崎県教育委員会の指定した日までに、返還未済の金額に

対し、一括返還を請求されること。

ウ 返還未済の金額及び延滞利息について強制執行の手続を取られること。

(２) 育英資金の貸与又は返還の実施のために必要があるときは、貸与生（借受人）及び連帯

保証人の住所、居所、勤務先、資産、収入等について、宮崎県教育委員会が官公庁、金融

機関等の関係する団体、法人等又は関係する個人に対し調査等を行い、当該調査等の依頼

を受けた者が宮崎県教育委員会に対し当該調査等に回答すること。

(３) 貸与期間中にあっては、育英資金借用証書の「※借用確定金額」について、下記の貸与

総額一覧表の貸与総額を限度として、借用金額が確定したときに、宮崎県教育委員会が記

入する補充権を認めること。

貸与総額一覧表（単位：円）

貸与 区 分 大学 専修学校専門課程・短期大学

月数 国公立 私 立 国公立 私立

貸与月額 貸与総額 貸与月額 貸与総額 貸与月額 貸与総額 貸与月額 貸与総額

12 自 宅 44,000 528,000 53,000 636,000 44,000 528,000 52,000 624,000

12 自宅外 50,000 600,000 63,000 756,000 50,000 600,000 59,000 708,000

24 自 宅 44,000 1,056,000 53,000 1,272,000 44,000 1,056,000 52,000 1,248,000

24 自宅外 50,000 1,200,000 63,000 1,512,000 50,000 1,200,000 59,000 1,416,000

36 自 宅 44,000 1,584,000 53,000 1,908,000 44,000 1,584,000 52,000 1,872,000

36 自宅外 50,000 1,800,000 63,000 2,268,000 50,000 1,800,000 59,000 2,124,000

48 自 宅 44,000 2,112,000 53,000 2,544,000 44,000 2,112,000 52,000 2,496,000

48 自宅外 50,000 2,400,000 63,000 3,024,000 50,000 2,400,000 59,000 2,832,000

60 自 宅 44,000 2,640,000 53,000 3,180,000

60 自宅外 50,000 3,000,000 63,000 3,780,000

72 自 宅 44,000 3,168,000 53,000 3,816,000

72 自宅外 50,000 3,600,000 63,000 4,536,000

高等学校・高等専門学校・専修学校高等課程

貸与 区 分 （１）一般育英資金 （２）へき地育英資金

月数 国公立 私立 国公立 私立

貸与月額 貸与総額 貸与月額 貸与総額 貸与月額 貸与総額 貸与月額 貸与総額

12 自 宅 18,000 216,000 30,000 360,000 27,000 324,000 34,000 408,000

12 自宅外 23,000 276,000 35,000 420,000 38,000 456,000 45,000 540,000

24 自 宅 18,000 432,000 30,000 720,000 27,000 648,000 34,000 816,000

24 自宅外 23,000 552,000 35,000 840,000 38,000 912,000 45,000 1,080,000

36 自 宅 18,000 648,000 30,000 1,080,000 27,000 972,000 34,000 1,224,000

36 自宅外 23,000 828,000 35,000 1,260,000 38,000 1,368,000 45,000 1,620,000

48 自 宅 18,000 864,000 30,000 1,440,000 27,000 1,296,000 34,000 1,632,000

48 自宅外 23,000 1,104,000 35,000 1,680,000 38,000 1,824,000 45,000 2,160,000

60 自 宅 18,000 1,080,000 30,000 1,800,000 27,000 1,620,000 34,000 2,040,000

60 自宅外 23,000 1,380,000 35,000 2,100,000 38,000 2,280,000 45,000 2,700,000

備考

御記入いただいた情報及び借受人の育英資金に関する情報は、育英資金貸与業務(返還業務を含む。)のために利用されま

す。この利用目的の適正な範囲内において、当該情報(育英資金の返還状況に関する情報を含む。)が、学校、金融機関及び

業務委託先に必要に応じて提供されますが、その他の目的には利用されません。



様式第７号（その１）（第６条関係）
（表面）

育英資金借用証書
（高等学校・中等教育学校後期課程・特別支援学校高等部・専修学校（高等課程））

年 月 日

宮崎県教育委員会 殿

採用決定番号 学校名

フ リ ガ ナ

借
氏 名 印

受
生 年 月 日 年 月 日

人（

住 所 〒
自
署）

電 話 番 号 携帯電話番号

貸 与 期 間 年 月 ～ 年 月

育英資金の種類 一般育英資金 へき地育英資金

通 学 の 形 態 自 宅 自 宅 外

貸 与 月 額 円

貸 与 総 額
円

（借用申込金額）
返 還 方 法 月 賦 半年賦 年 賦

返 還 期 間 年 月 ～ 年 月

※借用確定金額 円

上記のとおり宮崎県育英資金貸与条例（以下「条例」という。） に基づく育英資金を借用
します。ついては、私及び連帯保証人は、条例その他の規程を遵守するとともに、次の事項
に同意し、育英資金の返還義務を誠実に履行します。

（１）正当な理由なく育英資金の返還を怠ったときに次の措置を取られること。
ア 延滞利息を課されること。
イ 返還期限にかかわらず、宮崎県教育委員会の指定した日までに、返還未済の金額に
対し、一括返還を請求されること。

ウ 返還未済の金額及び延滞利息について強制執行の手続を取られること。
（２）育英資金の貸与又は返還の実施のために必要があるときは、私及び連帯保証人の住所、

居所、勤務先、資産、収入等について、宮崎県教育委員会が官公庁、金融機関等の関係
する団体、法人等又は関係する個人に対し調査等を行い、当該調査等の依頼を受けた者
が宮崎県教育委員会に対し当該調査等に回答すること。

（３）上記「※借用確定金額」について、裏面の貸与総額一覧表の貸与総額を限度として、
借用金額が確定したときに、宮崎県教育委員会が記入する補充権を認めること。

１ 借受人、第一連帯保証人、第二連帯保証人は必ず自署し、印鑑は各自のものを押印すること。
注 学校名、氏名、住所等、記入すべき欄は必ず記入し、記入漏れがないようにすること。
意 ２ 貸与期間、育英資金の種類、通学の形態、貸与月額、貸与総額は、決定通知等に記載されている内容を記入
事 すること。
項 ３ 育英資金の種類、通学の形態、返還方法は、該当するいずれかに○をすること。
４ 返還期間は、貸与期間の４倍（最長20年）以内の期間を記入すること。

備考 御記入いただいた情報及び借受人の育英資金に関する情報は、育英資金貸与業務(返還業務含む。)
のために利用されます。この利用目的の適正な範囲内において、当該情報(育英資金の返還状況に関
する情報を含む。)が、学校、金融機関及び業務委託先に必要に応じて提供されますが、その他の目
的には利用されません。



（裏面）
育英資金の借用については、表面の事項に同意するとともに、借受人と借受債務につ

いて連帯して負担します。

印鑑登録証明書の印影フ リ ガ ナ

氏 名 実印

生 年 月 日 年 月 日
借受人

借受人の( )との関係

〒 -
住 所

電 話 番 号 携帯電話番号

勤 務 先

〒 -
勤 務 先 住 所

勤務先電話番号

印鑑登録証明書の印影フ リ ガ ナ

氏 名 実印

生 年 月 日 年 月 日 借受人 借受人の( )との関係

〒 -
住 所

電 話 番 号 携帯電話番号

勤 務 先

〒 -
勤 務 先 住 所

勤務先電話番号

（１）貸与総額一覧表（一般育英資金） （単位：円）
貸与 区 分 国公立 私立
月数 貸与月額 貸与総額 貸与月額 貸与総額
12 自 宅 18,000 216,000 30,000 360,000
12 自宅外 23,000 276,000 35,000 420,000
24 自 宅 18,000 432,000 30,000 720,000
24 自宅外 23,000 552,000 35,000 840,000
36 自 宅 18,000 648,000 30,000 1,080,000
36 自宅外 23,000 828,000 35,000 1,260,000
48 自 宅 18,000 864,000 30,000 1,440,000
48 自宅外 23,000 1,104,000 35,000 1,680,000
60 自 宅 18,000 1,080,000 30,000 1,800,000
60 自宅外 23,000 1,380,000 35,000 2,100,000

（２）貸与総額一覧表（へき地育英資金） （単位：円）
貸与

区 分
国公立 私立

月数 貸与月額 貸与総額 貸与月額 貸与総額
12 自 宅 27,000 324,000 34,000 408,000
12 自宅外 38,000 456,000 45,000 540,000
24 自 宅 27,000 648,000 34,000 816,000
24 自宅外 38,000 912,000 45,000 1,080,000
36 自 宅 27,000 972,000 34,000 1,224,000
36 自宅外 38,000 1,368,000 45,000 1,620,000
48 自 宅 27,000 1,296,000 34,000 1,632,000
48 自宅外 38,000 1,824,000 45,000 2,160,000
60 自 宅 27,000 1,620,000 34,000 2,040,000
60 自宅外 38,000 2,280,000 45,000 2,700,000

第

一

連

帯

保

証

人
（
自
署
）

第

二

連

帯

保

証

人
（
自
署
）



様式第７号（その２）（第６条関係）
（表面）

育英資金借用証書
収 入 （大学・短期大学・専修学校（専門課程）・高等専門学校）
印 紙

年 月 日

宮崎県教育委員会 殿

採用決定番号 学校名

フ リ ガ ナ

借
氏 名

印
受

生 年 月 日 年 月 日
人（

住 所 〒 -
自
署）

電 話 番 号 携帯電話番号

貸 与 期 間 年 月 ～ 年 月

育英資金の種類 一般育英資金 へき地育英資金

通 学 の 形 態 自 宅 自 宅 外

貸 与 月 額 円

貸 与 総 額
円

（借用申込金額）
返 還 方 法 月 賦 半年賦 年 賦

返 還 期 間 年 月 ～ 年 月

※借用確定金額 円

上記のとおり宮崎県育英資金貸与条例（以下「条例」という。） に基づく育英資金を借用
します。ついては、私及び連帯保証人は、条例その他の規程を遵守するとともに、次の事項
に同意し、育英資金の返還義務を誠実に履行します。

（１）正当な理由なく育英資金の返還を怠ったときに次の措置を取られること。
ア 延滞利息を課されること。
イ 返還期限にかかわらず、宮崎県教育委員会の指定した日までに、返還未済の金額に
対し、一括返還を請求されること。

ウ 返還未済の金額及び延滞利息について強制執行の手続を取られること。

（２）育英資金の貸与又は返還の実施のために必要があるときは、私及び連帯保証人の住所、
居所、勤務先、資産、収入等について、宮崎県教育委員会が官公庁、金融機関等の関係
する団体、法人等又は関係する個人に対し調査等を行い、当該調査等の依頼を受けた者
が宮崎県教育委員会に対し当該調査等に回答すること。

（３）上記「※借用確定金額」について、裏面の貸与総額一覧表の貸与総額を限度として、
借用金額が確定したときに、宮崎県教育委員会が記入する補充権を認めること。

１ 借受人、第一連帯保証人、第二連帯保証人は必ず自署し、印鑑は各自のものを押印すること。
注 学校名、氏名、住所等、記入すべき欄は必ず記入し、記入漏れがないようにすること。
意 ２ 貸与期間、育英資金の種類、通学の形態、貸与月額、貸与総額は、決定通知等に記載されている内容
事 を記入すること。
項 ３ 育英資金の種類、通学の形態、返還方法は、該当するいずれかに○をすること。

４ 返還期間は、貸与期間の４倍（最長20年）以内の期間を記入すること。

備考 御記入いただいた情報及び借受人の育英資金に関する情報は、育英資金貸与業務(返還業務含む。)
のために利用されます。この利用目的の適正な範囲内において、当該情報(育英資金の返還状況に関
する情報を含む。)が、学校、金融機関及び業務委託先に必要に応じて提供されますが、その他の目
的には利用されません。



（裏面）

育英資金の借用については、表面の事項に同意するとともに、借受人と借受債務につ
いて連帯して負担します。

印鑑登録証明書の印影フ リ ガ ナ

氏 名 実印

生 年 月 日 年 月 日 借受人 借受人の( )との関係

住 所 〒 -

電 話 番 号 携帯電話番号

勤 務 先

勤 務 先 住 所 〒 -

勤務先電話番号

印鑑登録証明書の印影フ リ ガ ナ

氏 名 実印

生 年 月 日 年 月 日 借受人 借受人の( )
との関係

住 所 〒 -

電 話 番 号 携帯電話番号

勤 務 先

勤 務 先 住 所 〒 -

勤務先電話番号

（１）貸与総額一覧表（大学） （単位：円）

貸与
区 分

国公立 私立

月数 貸与月額 貸与総額 貸与月額 貸与総額
24 自 宅 44,000 1,056,000 53,000 1,272,000
24 自宅外 50,000 1,200,000 63,000 1,512,000
48 自 宅 44,000 2,112,000 53,000 2,544,000
48 自宅外 50,000 2,400,000 63,000 3,024,000
72 自 宅 44,000 3,168,000 53,000 3,816,000
72 自宅外 50,000 3,600,000 63,000 4,536,000

（２）貸与総額一覧表（専修学校（専門課程）・短期大学） （単位：円）

貸与
区 分

国公立 私立

月数 貸与月額 貸与総額 貸与月額 貸与総額
12 自 宅 44,000 528,000 52,000 624,000
12 自宅外 50,000 600,000 59,000 708,000
24 自 宅 44,000 1,056,000 52,000 1,248,000
24 自宅外 50,000 1,200,000 59,000 1,416,000
36 自 宅 44,000 1,584,000 52,000 1,872,000
36 自宅外 50,000 1,800,000 59,000 2,124,000
48 自 宅 44,000 2,112,000 52,000 2,496,000
48 自宅外 50,000 2,400,000 59,000 2,832,000

（３）貸与総額一覧表（高等専門学校（括弧書き内はへき地育英資金）） （単位：円）

貸与
区 分

国公立 私立

月数 貸与月額 貸与総額 貸与月額 貸与総額
12 自 宅 18,000(27,000) 216,000(324,000) 30,000(34,000) 360,000(408,000)
12 自宅外 23,000(38,000) 276,000(456,000) 35,000(45,000) 420,000(540,000)
24 自 宅 18,000(27,000) 432,000(648,000) 30,000(34,000) 720,000(816,000)
24 自宅外 23,000(38,000) 552,000(912,000) 35,000(45,000) 840,000(1,080,000)
36 自 宅 18,000(27,000) 648,000(972,000) 30,000(34,000) 1,080,000(1,224,000)
36 自宅外 23,000(38,000) 828,000(1,368,000) 35,000(45,000) 1,260,000(1,620,000)
48 自 宅 18,000(27,000) 864,000(1,296,000) 30,000(34,000) 1,440,000(1,632,000)
48 自宅外 23,000(38,000) 1,104,000(1,824,000) 35,000(45,000) 1,680,000(2,160,000)
60 自 宅 18,000(27,000) 1,080,000(1,620,000) 30,000(34,000) 1,800,000(2,040,000)
60 自宅外 23,000(38,000) 1,380,000(2,280,000) 35,000(45,000) 2,100,000(2,700,000)

第
一
連
帯
保
証
人
（
自
署
）

第
二
連
帯
保
証
人
（
自
署
）



別
記
様
式
第
９
号
中
「
文
書
番
号
」
を
削
り
、
「
（
氏
名
）
」
を
「
（
氏
名
）

様
」
に
改
め
、
「
（
公
印
省
略
）
」
を
削
り
、
「
（
文
書
取
扱

財

務
福
利
課
）
」
を
「
（
文
書
取
扱

）
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
1
0
号
及
び
別
記
様
式
第
1
1
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第10号（第９条、第10条、第13条関係）

育英資金異動届
年 月 日

宮崎県教育委員会 殿

下記の異動が生じましたので、届け出ます。

採 用 決 定 番 号

貸 与 生 氏 名 ㊞

第一連帯保証人氏名 ㊞

１ 届出の内容（該当箇所の□に✓を入れ、日付・期間等を記入）

□ 辞退（ 年 月分から）

□ 退学（ 年 月付）

□ 休学（ 年 月付 休学期間 年 月 日～ 年 月 日）

□ 再開（ 年 月分から）

□ 長期欠席 （ 年 月 日～ 年 月 日）

□ 同学年再履修（ 年 月 日～ 年 月 日）

□ 貸与区分変更 （ 年 月分から）※貸与額変更の場合は、育英資金貸与額変更申請書を添付

□ 転籍・専攻科進学（ 年 月分から）※貸与額変更の場合は、育英資金貸与額変更申請書を添付

□ 留学 （ 年 月 日～ 年 月 日）

□ その他（ 年 月付 届出内容 ）

２ 今後の連絡先・文書送付先（□ 貸与生 □ 第一連帯保証人 □その他（ ））

（住所）

〒 -

（電話 ）

学校記入欄

上記のとおり異動がありましたので、提出します。

年 月 日

学校名

校長名 職印

注意事項
１ 貸与生、第一連帯保証人が署名、押印、必要事項記入の上、在学する学校に提出してください。
２ 貸与生から提出を受けた学校は、学校名・校長名を記入、職印押印の上、県教育委員会に提出してください。
３ やむを得ない事情により学校長が代わって届出を行う場合は、貸与生及び第一連帯保証人の押印は不要です。



様式第11号（第11条関係）

育英資金返還猶予申請書
年 月 日

宮崎県教育委員会 殿

〒 － 〒 －

本 現 住 所 所 在 地

勤務先
ふ り が な

人
氏 名 ㊞ 勤務先名

電話番号
（自宅）

電話番号
（携帯）

〒 － 〒 －

連 現 住 所 所 在 地

帯 勤務先

保 ふ り が な

証
氏 名 ㊞

勤務先名

人
電話番号

（自宅）
電話番号

（携帯）

次のとおり育英資金の返還猶予を受けたいので、別紙証明書類を添えて申請します。

採用決定番号

猶予期間
年 月 日から 年 月 日まで

（最大１年度）

□ 在学 □ 失業 □ 経済的困窮

申請理由 □ 疾病 □ 無職 □ 出産・育児

□ 生活保護 □ 新卒未就労 □ その他（ ）

□ 在学証明書（原本）

□ 診断書（治療期間及び就労困難の旨の記載）

□ 生活保護受給証明書（受給者証は不可）

添付書類 □ 母子手帳(表紙と出産証明日欄（妊娠中は分娩予定日欄）の写し)

□ 所得関係書類(下記のいずれか)

(所得証明書(原本)・源泉徴収票(写し)・直近の給与明細書３か月分(写し))

□ 会社が発行した書類（休業証明書・退職証明書・その他）

（返還困難な事情について、収入と支出の金額・使途など）

現在の状況

今後の返還の （猶予期間終了後の返還の見通し）

見通し

注意事項

１ 押印や添付書類忘れに御注意ください。

２ 書類提出後、猶予の適否の判断に当たり時間を要するため、お早めに御提出ください。

３ 御記入いただいた情報は、本育英資金事務のために利用し、それ以外の目的に利用することはありません。



別
記
様
式
第
1
2
号
中
「
文
書
番
号
」
を
削
り
、
「
貸
与
生
氏
名

殿
」
を
「
貸
与
生
氏
名

様
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
1
3
号
中
「
文
書
番
号
」
を
削
り
、
「
貸
与
生
氏
名

殿
」
を
「
貸
与
生
氏
名

様
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
1
5
号
中
「
文
書
番
号
」
を
削
り
、
「
貸
与
生
氏
名

殿
」
を
「
貸
与
生
氏
名

様
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
1
6
号
中
「
文
書
番
号
」
を
削
り
、
「
貸
与
生
氏
名

殿
」
を
「
貸
与
生
氏
名

様
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
1
7
号
及
び
別
記
様
式
第
1
8
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第17号（第13条関係）

育英資金転学時継続願

宮崎県教育委員会 殿

年 月 日

（採用決定番号 ）

貸与生氏名 ㊞

第一連帯保証人氏名 ㊞

育英資金の貸与を受けておりますが、下記のとおり転学し、転学先においても

育英資金の貸与を継続したいので、願い出ます。

転学の状況

転学元 転学先

学 校 名 学 校 名

学 科 等 学 科 名

□全日制 □定時制 □通信制 □全日制 □定時制 □通信制

学 年 学 年

最終在籍日 転 入 日

卒業予定年月 卒業予定年月

※ 単位制の場合の卒業予定年月は、卒業に要する単位を最短で取得した場合の予定を記入。

在学校記入欄

上記のとおり転学し、転学先においても継続して貸与を受けることができる者であると証明します。

年 月 日

学校名

校長名 職印

転学先記入欄

上記のとおり、本校に転入したことを証明します。

年 月 日

学校名

校長名 職印

注意事項

１ 貸与生、第一連帯保証人が署名、押印、必要事項記入の上、在学校に提出してください。

２ 貸与生から提出を受けた在学校は、学校名・校長名を記入、職印押印の上、県教育委員会に提出してください。

３ 転学後、貸与区分の変更等による貸与額の増減がある場合は、育英資金貸与額変更申請書を添付してください。



様式第18号（第13条関係）

住所氏名等変更届

宮崎県教育委員会 殿

下記のとおり変更が生じましたので報告します。

※届出人氏名 ㊞

※借受人との関係 □ 本人 □第一連帯保証人 □第二連帯保証人

※届出日 年 月 日

※ 採用決定番号

※ 貸与生氏名

※ 異動があった者

※ 変更事項 記入箇所 ※ 変更事項 記入箇所

□ 住所 ⑴、⑵ □ 返還方法 ⑸

□ 氏名 ⑶、⑷ □ 返還金口座 ⑹、⑺

□ 勤務先 ⑻、⑼、⑽ □ 書類送付先 ⑾

□ 電話番号 ⑿

住所変更 旧住所 ⑴〒 -

新住所 ⑵〒 -

改氏名 ふりがな ⑶

変更前氏名

ふりがな ⑷

変更後氏名

返還方法 ⑸ □ 月賦 □ 半年賦 □年賦

返還金口座（登録・変更） ⑹ □ 新規登録 変更（改姓に伴う名義変更を含む）

□ その他（ ）

口座振替依頼書の送付希望 ⑺ □ あり □ なし

勤務先等 名称 ⑻

所在地 ⑼〒 -

電話番号 ⑽

書類の送付先 ⑾ □借受人 □第一連帯保証人 □第二連帯保証人

※連絡先電話番号 ⑿

注意事項

１ □は、該当の□に✓印をつけてください。

２ ※は必須事項です。必ずご記入ください。

３ 変更のあった項目及び届出人氏名を記入し、押印の上、県教育委員会に提出してください。

４ 収集した個人情報は、本育英資金事務のために利用し、それ以外の目的に利用することはありません。

５ 次の変更は、この様式ではできませんので、所定の様式で届け出てください。

・ 連帯保証人を他の方に変更する場合

・ 貸与中の在籍や貸与額に関する事項を変更する場合

・ 返還中の返還猶予申請・返還免除申請をする場合



附
則

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
宮
崎
県
育
英
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間

、
所
要
の
事
項
を
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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